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○周南市犯罪被害者等見舞金の支給等に関する要綱 

令和４年３月24日要綱第31号 

別表第１（第４条、第６条関係） 

見舞金

の種類 

見舞金の額 

（１事件につ

き） 

対象者 添付書類 

遺族見

舞金 

30万円 次のいずれかに該当す

る者 

(１) 犯罪行為により

死亡した犯罪被害者

である市民の第１順

位遺族であって、当

該犯罪行為が発生し

た時に市民であった

もの 

(２) 進学のため市外

に居住していた犯罪

被害者の父母である

市民 

(３) 遠隔地での勤務

のために市外に居住

していた犯罪被害者

の配偶者及び子であ

る市民 

(１) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書の写

しその他犯罪行為により死亡した犯罪被害者

の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類 

(２) 犯罪被害を受けた時における申請者の住

民票の写し又は本市に居所を有していること

を証する書類 

(３) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸

籍の全部（個人）事項証明書（戸籍謄本・抄本）

その他の地方公共団体の長が発行する証明書 

(４) 申請者が犯罪被害者と事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者であるときは、その事実

を認めることができる書類 

(５) 犯罪被害者が遠隔地での勤務又は進学の

ため市外に居住していたときは、これを証する

書類 

(６) 交通事故の被害者であるときは、交通事故

証明書又は公的機関の発行した証明書であっ

て当該交通事故が確認できるもの 

(７) その他市長が必要と認める書類 

重傷病

見舞金 

10万円 犯罪行為により第２条

第５号アに規定する重

傷病を負った犯罪被害

者であって、当該犯罪

(１) 犯罪被害の発生日、状態、療養日数等を証

する医師又は歯科医師の診断書その他の書類 

(２) 犯罪被害を受けた時における申請者の住

民票の写し又は本市に居所を有していること
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被害を受けた時に市民

であったもの 

を証する書類 

(３) 交通事故の被害者であるときは、交通事故

証明書又は公的機関の発行した証明書であっ

て当該交通事故が確認できるもの 

(４) その他市長が必要と認める書類 
精神療

養見舞

金 

５万円 犯罪行為により第２条

第５号イに規定する重

傷病を負った犯罪被害

者であって、当該犯罪

被害を受けた時に市民

であったもの 

性犯罪

被害見

舞金 

10万円 性犯罪被害を受けた時

に市民であったもの 

別表第２（第５条関係） 

助成金の

種類 
助成の内容 

助成金の額

等（１事件に

つき） 

対象者 

生活サポ

ート費の

助成 

日常生活を営むことについて支障があ

ると認められる犯罪被害者等が次に掲げ

るサービスを利用する場合の費用の助成 

(１) 家事援助 

調理、衣類の洗濯、住居の清掃、

生活必需品の買物その他必要と認め

られる家事援助 

(２) 外出援助 

通院等の付添い及び外出時の見守

り 

(３) 育児及び介護援助 

保育、保育園、幼稚園等の送迎、

介護が必要な人の見守り、食事介助、

排せつ介助その他必要と認められる

上限3,000円

／時間 

（上限30時

間） 

次の各号のいずれかに該当す

る者 

(１) 犯罪被害者と同居して

いた遺族である市民（当該犯

罪被害が生じた時及び当該

助成金の申請時に市民であ

るものに限る。以下この表に

おいて同じ。） 

(２) 犯罪被害者（重傷病又は

性犯罪被害に限る。）である

市民 

(３) 犯罪被害者（重傷病又は

性犯罪被害に限る。）である

市民の家族である市民 
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育児及び介護援助 

一時配食

費の助成 

犯罪被害を受けたことにより外出が困

難となり、健康の維持等を図るための食

事を用意することに支障がある犯罪被害

者等が、一時配食サービス（配食サービ

スを業とする事業者により実施されるも

のに限る。）を利用する場合の費用の助

成 

上限１人１

回1,000円／

日 

（犯罪被害

を受けた日

から30日以

内。昼食又は

夕食のいず

れかとす

る。） 

同上 

一時保育

費の助成 

犯罪被害を受けたことにより、扶養す

る就学前の子の家庭での保育に支障が生

じた犯罪被害者等が、一時的な預かり保

育を利用する場合の費用の助成 

上限2,000円

／日 

（上限10日）

(１) 生活サポート費の助成

対象者に同じ 

(２) 当該犯罪被害者の就学

前の子を監護する者 

一時居住

費の助成 

犯罪被害を受けたことにより、従前の

住居に居住することが困難となったと認

められる犯罪被害者等（当該住居に居住

し続けることにより精神的不調を来たす

おそれや二次的被害若しくは再被害を受

けるおそれがあるもの又は従前の住居が

犯罪行為により滅失し若しくは著しく損

壊したものに限る。）が、一時居住のた

め施設等を利用する場合における次に掲

げる費用の助成 

(１) ホテル又は旅館の宿泊料（サー

ビス料を含み、飲食費を除く。） 

(２) 建物賃貸借に係る賃料（光熱水

費、管理費、退去時の清掃に要する

上限20万円 

（宿泊の場

合 １人１

夜につき 

上限１万円）

次の各号のいずれかに該当す

る者 

(１) 犯罪被害者と同居して

いた遺族である市民 

(２) 犯罪被害者（重傷病、性

犯罪被害又は放火被害に限

る。）である市民 

(３) 犯罪被害者（重傷病、性

犯罪被害又は放火被害に限

る。）である市民の家族であ

る市民 
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経費、備品等のレンタルに要する経

費等を含むものとし、敷金、礼金、

保証金等を除く。） 

法律相談

費の助成 

犯罪被害を受けたことにより法律問題

の解決に向け弁護士に法律相談する必要

が生じた犯罪被害者等が、弁護士に法律

相談をする場合の費用の助成 

上限１万

5,000円／回 

（上限３回）

次の各号のいずれかに該当す

る者 

(１) 遺族である市民 

(２) 犯罪被害者（重傷病又は

性犯罪被害に限る。）である

市民 

弁護士費

用の助成 

犯罪被害を受けたことにより、刑事裁

判において被害者参加制度を利用して被

告人質問等を行う犯罪被害者等が、当該

裁判に参加することに関し弁護士へ委託

する場合の費用であって、次に掲げる要

件を満たしているものの助成 

(１) 対象者が、当該裁判に関し日本

司法支援センターの支援を受けてい

ないこと。 

(２) 対象者が、当該裁判に被害者参

加人として参加することについて弁

護士と委託契約を締結しているこ

と。 

(１) 裁判

員裁判 

上限20万

円 

(２) (１)

以外の裁

判 上限

10万円 

同上 

 

 


